
 議案第１０３号 

   地代増額等請求事件に係る調停について 

 上記の議案を提出する。 

  令和８年２月１６日 

 

                提出者 墨田区長  山  本    亨    

 

   地代増額等請求事件に係る調停について 

下記のとおり調停を成立させる。 

         記 

１ 事 件 名 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●● 

２ 当 事 者 

 ⑴ 申 立 人 ●●●●●●●●●●●●●●●●● 

        ●● ●● 

 ⑵ 相 手 方 東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号 

        墨田区 

３ 調停条項案 別紙のとおり 

 

（提案理由） 

 東京簡易裁判所に調停の申立てのあった地代増額等請求事件について、申立人との

間で協議が調ったため、調停を成立させる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

調 停 条 項（案） 

 

１ 申立人と相手方は、申立人が相手方に賃貸している別紙物件目録記載１の土地

（以下「本件土地１」という。）の土地賃貸借契約について、賃貸借期間は令和７

年１１月２０日から３０年間、その余は従前の契約と同一の条件で合意更新された

こと及び相手方に更新料の支払義務がないことを相互に確認する。 

２ 申立人と相手方は、第１項の土地賃貸借契約の賃料を、令和８年４月１日以降１

か月１３万８，８３６円に改定する。改定された本件土地１の賃料の支払方法等は、

本件土地１に係る覚書に定める支払方法等による。 

３ 申立人と相手方は、申立人が相手方に賃貸している別紙物件目録記載２の土地

（以下「本件土地２」という。）の賃料を、令和８年４月１日以降１か月４万８８

円に改定する。改定された本件土地２の賃料の支払方法等は、本件土地２に係る覚

書に定める支払方法等による。 

４ 申立人と相手方は、本件土地２の土地賃貸借契約について、賃貸借期間満了の日

である令和１１年１月２７日をもって終了することを相互に確認し、相手方は、申

立人に対し、同日限り、本件土地２を更地で明け渡す。 

５ 申立人と相手方は、申立人と相手方との間には、本件に関し、この条項に定める

もののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。 

６ 調停費用は、各自の負担とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

物 件 目 録 

 

１  所     在   ●●●●●●●● 

   地     番   ●●●●● 

   地     目   宅   地 

   地     積   ５０９．９６平方メートル 

 

２  所     在   ●●●●●●●● 

   地     番   ●●●●● 

   地     目   宅   地 

   地     積   １４７．２６平方メートル 

             （１４７．２５平方メートル（現況）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（参考） 

事件の概要 

 

１ 区と申立人とは、本件土地１については平成７年１１月２０日から令和７年１１

月１９日までの３０年間を賃貸借期間とする土地賃貸借契約を、本件土地２につい

ては平成１１年１月２８日から令和１１年１月２７日までの３０年間を賃貸借期間

とする土地賃貸借契約を、それぞれ締結している。 

２ 本件土地１に係る契約の賃貸借期間の満了に当たり、当該契約の更新後の賃料に

ついて、区と申立人とで協議を続けていたが、合意に至らなかったことから、令和

７年８月１２日付けで、申立人から、本件土地１及び本件土地１と隣接する本件土

地２の賃料の増額等を求める調停の申立てがあった。 

３ 調停の進行に伴い、調停委員から、令和８年４月１日以降、本件土地１の賃料に

ついては１か月１３万８，８３６円に、本件土地２の賃料については１か月４万８

８円にそれぞれ改定すること及び本件土地２の契約については更新を行わず、賃貸

借期間満了とともに、当該契約を終了することについて提案があった。 

４ 当該提案は、申立人が当初申し立てていた賃料より低く、区が妥当であると考え

る賃料であること及び本件土地２については賃貸借期間内において役割を終えるこ

とから、これについて受諾することが望ましいと判断し、調停条項案のとおり調停

を成立させようとするものである。 

 

※ 本件土地１及び本件土地２の現況図 
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（参考） 

 

１ 本件土地１に係る契約の概要 

 ⑴ 契約の相手方 申立人 

 ⑵ 賃    料 月額１０万８，０００円 

 ⑶ 賃貸借期間 平成７年１１月２０日から令和７年１１月１９日まで 

 

２ 本件土地１に係る覚書の概要 

 ⑴ 賃料の支払は、毎年４月から翌年３月までの１２か月分を一括払いとする。 

 ⑵ 支払は、毎年５月３１日までに申立人が請求し、同年６月３０日までに区が支

払う。 

 

３ 本件土地２に係る契約の概要 

 ⑴ 契約の相手方 申立人 

 ⑵ 賃    料 月額３万１，１８７円 

 ⑶ 賃貸借期間 平成１１年１月２８日から令和１１年１月２７日まで 

 

４ 本件土地２に係る覚書の概要 

 ⑴ 賃料の支払は、毎年４月から翌年３月までの１２か月分を一括払いとする。 

 ⑵ 支払は、毎年５月３１日までに申立人が請求し、同年６月３０日までに区が支

払う。 

 


